
長浜市の部活動改革

地域展開に向けた考え方と取組

長浜市教育委員会事務局教育指導課
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１ 長浜市の部活動の現状

長浜市内12の中学校・義務教育学
校では、これまでから熱心に部活動
が継続されてきた。しかし近年、少
子化の影響による部員数の減少や教
員の専門性の観点から、子どもたち
のニーズに応じた部活動を維持する
ことが難しくなってきた。同時に民
間クラブへの加入が増えるなど生徒
の部活離れが急速に進み、小規模校
においては単独で部活動が維持でき
なくなり、子どもたちの部活動環境
が危機的状況にある。
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10年間で568名減少
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学校部活動加入率および部員数〔単位：上段（％）・下段(人）〕

年度 H27 R2 R3 R4 R5 R6 R7

運動部
76.5 69.9 67.9 64.8 66.1 65.4 65.3

2,904 2,360 2,262 2,065 2,098 2,060 2,020 

文化部
18.3 19.4 18.8 19.8 17.9 17 17.2

695 657 626 630 567 537 531 

未加入者
5.2 10.7 13.3 15.4 16 17.6 17.5

196 361 444 491 508 554 544 

運動部加入率の減少と未加入率の増加
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２ 国の考え方

「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ

 急激な少子化が進む中、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親

しむ機会・充実するために環境整備を図ることが重要。

 学校単位で学校部活動として行われてきた活動を、地域全体で関係者が連携して支え、
豊かで幅広い活動機会を保障することが重要。

「地域展開」・・学校部活動→地域クラブへの展開に取り組む。

改革実行期間：前期３年間（R8～R10年度）後期３年間（R11～R13年度）

 【休日】原則、全ての学校部活動の地域展開を実現し、

地域クラブ活動に転換を目指す。

 【平日】各種課題を解決しつつ更なる改革を推進する。
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３ 滋賀県の考え方

「滋賀県の方針」

 「地域連携」を中心とした部活動改革の推進

 安定的に部活動を実施していくため、

部活動指導員等を確保し、現状の部活動をサポート （地域連携の強化）

（ただし、国の地域展開の方針を見据えた対応も同時に考えることが必要）

地域指導者の発掘、コーチバンクシステムの活用、部活動とのマッチング、

企業との連携・・・

必要な人材を配置し、教員の負担軽減を目指す
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４ 長浜市の考え方

 これまでから、多様な部活動環境を整えるため、

① 学校の枠組みを超えた「合同型部活動」や「拠点校型部活動」の取組

② 専門的な指導を提供する「部活動指導員等の外部指導者の配置」を促進

するなど「地域連携」を中心とした部活動改革に着手してきた。

 今後は「地域連携」による部活動改革を一定期間継続しつつ、

③「地域展開」に向けた地域クラブとの連携、新たな地域クラブ設立に

取り組み、学校部活動に代わる「新たな地域クラブ」への段階的な展開を

目指して、R8年度以降、部活動改革に着手するとともに、指導者確保に

取り組む。
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５ 部活動と新たな地域クラブの違い

【部活動】
・中学校（同じ学校の生徒）

・学校の決めた時間（ガイドライン）

・顧問（教員）または部活動指導員

・自分の通学する学校施設

・個人の用具や交通費等の実費

・災害共済給付（学校安全会）

【新たな地域クラブ 】

・学校に関係なく市内から参加可能

（中学生以外も参加可）

・下校後（17時以降）と休日の活動

・地域指導者、希望する教員（兼職兼業）

・市内の学校施設、文化、スポーツ施設等

・会費（月謝）、個人の用具や交通費等

・スポーツ安全保険等の各種保険

活動単位

活動時間

指導者

活動場所

費用

保険
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６ 地域展開に向けた具体的な取組

（１）平日の部活動改革について

前期：R8年度～R10年度

学校部活動の継続・・部活動時間の短縮に取り組む

《現行》 市内中学校・義務教育学校の一般的な部活動に関する時間

（夏季：最長時刻） 部活動終了17時15分 完全下校17時30分

（冬季：最短時刻） 〃 16時15分 〃 16時30分

《見直し》
（通常期間） 部活動終了16時30分 完全下校16時45分
（12月～2月） 〃 16時15分 〃 16時30分

17時以降は「新たな地域クラブ」活動に順次移行する
８
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（２）平日の部活動改革に取り組む理由

①新たな地域クラブの指導者確保

教員の在校等時間削減が教員のゆとりにつながり、

希望する教員が兼職兼業により地域クラブでの指導が可能となる。

②新たな地域クラブの活動場所確保

平日の部活動を短縮することで、17時以降、地域クラブが学校施設

（グラウンド、体育館等）を利用した活動が可能となる。

③新たな地域クラブの立ち上げが加速

平日の部活動改革に取り組むことで、新たな地域クラブの設立に向けた

動きが加速し、休日も含めた地域展開につながる。
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（３）平日の部活動改革について

前期：R８年度～R1０年度（放課後の部活動継続、時間短縮）

検証

後期：R11年度以降（放課後の部活動→マルチ文化・スポーツ活動を実施）

平日17時以降は「新たな地域クラブ」で活動

マルチ文化・スポーツ活動は、一つの種目に限定せず、複数の文化活動やスポーツ
に親しむ活動。生徒の自主的な活動を基本とし、教師は活動を見守る。
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（４）休日の部活動改革

前期：R8年度～R10年度

現行どおり 学校部活動の継続。

（条件が整った部活動から、新たな地域クラブに順次展開する）

後期：R11年度以降・・新たな地域クラブで活動

「地域クラブ」や「民間クラブ」「その他の場所」で活動する。
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長浜市の部活動地域展開イメージ図（教育委員会）
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新たな地域クラブ設立イメージ

１４



（５）指導者確保

新たな地域クラブの指導者確保に向けて

・現在、市内12校の中学校・義務教育学校に設置されている

部活総数は111部（運動部91部、文化部20部）

・全ての学校部活動が地域クラブに展開する際、

近隣校との部活統合を含め、全体で約200名の指導者を想定

R8年度～R10年度までの3年間で段階的に確保する

候補① 部活動指導員、部活動支援員の活用 （30名）

R７年度、各校に配置している外部指導者28名

（部活動指導員17名、部活動支援員6名、地域移行実証事業外部指導者5名）

部活指導経験を生かし、新たな地域クラブで継続指導を担う人材
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（５）指導者確保

候補② 教職員の兼職兼業による指導者確保 (100名)

・中学校および小学校教諭を対象に地域クラブ指導者を募る

・R5年度教員対象アンケート

〔中学校教員〕12%（25名）・・地域クラブでの指導を希望

29％（60名）・・指導者をしてもよいと回答

〔小学校教員〕 3％（11名）・・地域クラブでの指導を希望

13％（46名）・・「報酬があれば携わりたい」と回答

・R7年度、教職員の兼職兼業状況・・小学校1名、中学校1名

・その他、教員が自校生徒を対象として、平日の夜または休日に指導

しているクラブが６チーム（8名）

・今後も教員によるクラブ設立や兼職兼業が進む傾向がある

地域クラブ指導者として確保していく。
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（５）指導者確保

候補③ スポーツ少年団、ジュニアを対象とした文化・芸術クラブの

指導者の協力 （50名）

・地域にはすでにスポーツ少年団（スポ少）やジュニアを対象とし

た文化芸術クラブ、各種教室の活動が行われている。このスポ少

やクラブ・教室に中学部を設置し、既存クラブの指導者が児童・

生徒を継続して指導する体制を整え、指導者確保に努める。

候補④ 新たに誕生する地域クラブの指導者に期待 （20名）

・保護者、地域、企業、大学、高校連携、その他、部活動に代わる

新たな地域クラブ設立の動きを支援するとともに、指導者養成を

通じて人材確保に努める。
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７体制づくり等

 部活動地域展開を進める組織（事務局）の強化

【事務局の役割】

①体制づくり ・受け皿となる「新たな地域クラブ」の設立支援、管理

・各中学校と関係地域団体、企業、大学等との連携調整

・情報収集、広報活動等

②人づくり ・指導者の発掘、登録、育成、研修等

③環境づくり ・活動場所（施設）調整、環境整備、健康・安全面への配慮

・成果発表の場

 財源確保（地域展開を推進するための財源）

補助金、委託費、民間資金の活用、受益者負担（適正な水準）

経済的困窮世帯の生徒への支援策
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８ 今後のスケジュール

 8月 第2回部活動に係る学校訪問（市内12校の中学校・義務教育学校長との懇談）

 8月中旬 部活動地域移行推進協議会 会長・副会長への説明

 8月28日 部活動地域移行推進協議会

 9月25日 定例教育委員会

 10月2日 庁議

 10月7日 市立学校校長会

 10月16日 総務教育常任委員会

 11月上旬 保護者通知、プレス発表（秋季大会後）

 11月 スポーツ・文化関係団体、企業との連携、地域クラブ設立支援

指導者確保・配置

 R8年4月 「平日の部活動改革」に着手

 地域クラブの支援、指導者の育成・研修

 R10年 推進計画作成、地域クラブ活動のガイドライン作成

 R11年4月 「休日の部活動改革」に着手
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